
昭
和
五
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の

引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則

内
閣
及
び
総
理
府
関
係
許
可
認
可
等
臨
時
措
置
令
施
行

規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条

の
規
定
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託

の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和

五
十
五
年
総
理
府
令
第
四
十
二
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け

の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の

引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下

「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益

信
託
の
う
ち
国
家
公
安
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
連
す

る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
「
警
察
関
係
公
益

信
託
」
と
い
う
。
）
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
つ

い
て
は
、
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法

律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
府
令

の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
書
類
の
提
出
等
）

第
二
条
　
警
察
関
係
公
益
信
託
に
係
る
事
項
に
関
し
、
府

令
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
に
書
類
を
提
出
し
、

又
は
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
家
公
安
委
員
会

に
当
該
書
類
を
提
出
し
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
引
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条
　
警
察
関
係
公
益
信
託
の
引
受
け
に
つ
い
て
内
閣

総
理
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
府
令
第

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
当
該
申
請
書
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た

書
類

二
　
受
託
者
と
な
る
べ
き
者
の
代
表
者
又
は
代
理
人
に

よ
る
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
権
限
を
証
す

る
書
類

２
　
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
府
令
第
一
条
第
一
項
第
七
号
の
書
類
は
、
信
託
行
為

で
信
託
事
務
年
度
を
定
め
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
公

益
信
託
の
設
定
後
二
年
間
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予

算
書
と
す
る
。

（
申
請
書
の
審
査
）

第
四
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
警
察
関
係
公
益
信
託
の

引
受
け
の
許
可
に
係
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
審
査
し
、
法
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会

は
、
当
該
申
請
書
に
係
る
信
託
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
許
可
す
べ
き
旨

の
決
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
を
目
的
と
す
る
信
託

で
あ
り
、
か
つ
、
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二
　
目
的
と
す
る
事
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
る
経

理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
同
項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、

資
料
を
提
出
さ
せ
、
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
受
託
者
等
の
解
任
の
請
求
）

第
五
条
　
警
察
関
係
公
益
信
託
の
委
託
者
又
は
信
託
管
理

人
は
、
府
令
第
十
三
条
、
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
提

出
す
る
と
き
は
、
新
た
な
受
託
者
、
新
た
な
信
託
財
産

管
理
者
若
し
く
は
新
た
な
信
託
財
産
法
人
管
理
人
又
は

新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し

た
書
類
を
当
該
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
受
託
者
の
任
務
の
終
了
の
届
出
）

第
六
条
　
警
察
関
係
公
益
信
託
の
委
託
者
又
は
信
託
管
理

人
は
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
五

十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号

の
規
定
に
よ
り
受
託
者
の
任
務
が
終
了
し
た
と
き
は
、

こ
れ
を
証
す
る
書
類
及
び
新
た
な
受
託
者
の
選
任
に
関

す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
、
遅
滞
な
く
そ
の

旨
を
国
家
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
委
託
者
の
死
亡
等
の
届
出
）

第
七
条
　
警
察
関
係
公
益
信
託
の
受
託
者
は
、
当
該
信
託

に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
書
面
を
も
つ
て
そ
の
旨
を
国
家
公
安
委
員
会
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
委
託
者
の
死
亡
（
委
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
解
散
）

二
　
委
託
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
職
業
（
委
託
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
主
た
る
業

務
）
の
変
更

三
　
信
託
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

（
業
務
の
監
督
）

第
八
条
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
警
察
関
係
公
益
信
託
の

監
督
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
信
託
の

受
託
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
若
し
く
は
資

料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
警
察
庁
の
職
員
に
当
該
信
託

に
係
る
信
託
事
務
を
行
う
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務

及
び
財
産
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物

件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
別

記
様
式
第
二
号
の
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
提
出
の
手
続
）

第
九
条
　
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
家
公
安

委
員
会
に
書
類
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
警
察
庁

に
当
該
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
と
す
る
事
業
が
一
の
管
区
警

察
局
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
警
察
関
係
公

益
信
託
に
つ
い
て
は
、
当
該
管
区
警
察
局
を
経
由
し
て

す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
三
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
五
月
二
〇
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
四
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
一
四
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第１号（第３条関係）

年 月 日

内閣総理大臣殿

設定しようとする信託の名称

受託者の氏名又は名称

引受け許可申請書

公益信託ニ関スル法律第２条第１項の規定により、公益信託の引受けの許可を受

けたいので、必要書類を添えて申請します。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

別
記
様
式
第
２
号
（
第
８
条
関
係
）

（表面）

第 号

身 分 証 明 書

写

押出ス 官職

タンプ 氏名

真
年 月 日生

上記の者は、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び

監督に関する規則（昭和59年国家公安委員会規則第２号）第８条第１項の規

定による立入検査に従事する職員であることを証明する。

令和 年 月 日

国家公安委員会 □印

（裏面）

公 益 信託ニ関 ス ル 法 律 （大正11年法律第62号）（抜粋）

第３条 公益信託ハ主務官庁ノ監督ニ属ス

第４条 主務官庁ハ何時ニテモ公益信託事務ノ処理ニ付検査ヲ為シ且財産ノ

供託其ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得

２ 略

国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関

する規則（昭和59年国家公安委員会規則第２号）（抜粋）

（業務の監督）

第８条 国家公安委員会は、警察関係公益信託の監督上必要があると認める

ときは、当該信託の受託者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提

出を求め、又は警察庁の職員に当該信託に係る信託事務を行う事務所に立

ち入り、業務及び財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、別記様式第２号の身分証明書

を携帯し、関係者に提示しなければならない。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ列８番とする。

別記様式第２号（第８条関係）
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